
令和４年度に向けた請求ソフトの各種情報の更新等について

【1】施設・事業所情報の更新

時期 請求ソフト操作内容等

3/16～
4月請求
まで

①年度更新
3月16日から、請求ソフトの年度更新機能が利用可能となる。
令和4年度の情報を一括で作成した上、自動的に情報の引き継ぎ及び
初期化を行う。
②施設情報及び加算認定情報等の更新

年度更新実施後、請求前までに施設情報及び加算認定情報等を修正す
る。

参考資料3



①施設情報の年度更新について

①

②

③

【処理手順】
①年度更新ボタンを押下（複数施設を登録している場合は、施設を選択）
②年度更新画面で更新対象確認ボタンを押下
③更新ボタンを押下すると、対象年度初日からの施設情報の履歴が作成される

2022年



保育時間の変更について
令和4年4月1日から
・開所時間（延長保育時間を含む）
（7時～19時⇒7時～20時）
・短時間（コアタイム）の区分
（8時30分～16時30分又は9時～17時）
を変更する場合、修正を行う。
※令和３年度事前協議実施園に限る

令和4年4月1日より所定の延長保育時間の
区分を変更する場合、修正を行う。
※令和３年度事前協議実施園に限る

②施設情報及び加算認定情報等の更新について

（延長保育時間・コアタイムの変更について）



（利用定員の変更について）

令和4年4月1日から定員変更を実施する
場合、該当部分を修正。
※令和３年度事前協議実施園に限る

②施設情報及び加算認定情報等の更新について



②施設情報及び加算認定情報等の更新について

主任保育士専任加算は、前年度の設定が引き継がれるため、
令和3年度に障害児保育費が認定されたことにより主任保育士専任
加算が適用となった施設については、「無し」に修正が必要
また、乳児受入れが３人以上となっていない施設で、一時保育を行
っていない施設は「無し」に修正が必要。

■年度更新処理後、2022年4月からの履歴において適宜必要な修正等を実施する。

処遇改善等加算Ⅰの加算率は、正式に認定されるまで、前
年度と同様もしくはそれ以下の加算率（新園は８％）を設
定。処遇改善等加算Ⅱは正式に認定されるまで前年度と同
様の人数（新園及び前年度未認定園は「無し」を設定）

療育支援加算の設定は引き継がれないため、
認定後改めて変更が必要。認定されるまで
は全園「無し」

（加算認定情報の更新で特に御留意いただくもの）

賃借料加算の詳細については市賃借料加算の説明を参照



②施設情報及び加算認定情報等の更新について
（加算認定情報の更新で特に御留意いただくもの）

3月加算（施設機能強化推進費加算、高齢者等活躍促進加算、小学校接続加算、
第三者評価受審加算）の設定は引き継がれないため、認定後改めて変更が必要。
認定されるまでは全園「無し」



※産休等代替臨時職員雇用費の加算認定申請については、
4月から随時受け付けるが、請求可能となるのは6月以降

令和3年度に障害児保育費が認定されたことにより主任
保育士専任加算が適用され、市主任保育士加算を「無し」
とした施設については,「有り」に修正が必要
※市主任の要件については支給要綱別表参照

歯科検診事業は、検診実施後に「有り」
として対象年月に実施月を入力

②施設情報及び加算認定情報等の更新について
（加算認定情報の更新で特に御留意いただくもの）

賃借料加算について、実賃借料額が公定価格の賃借料加算額を下回る施設以外は
国賃借料加算の対象となり、さらに、市が定める加算上限額から公定価格中の賃
借料加算を引いた額を市賃借料加算として給付。3月末を目安に暫定的な区分及
び上限額等を市から通知するため、該当施設はその情報を基に4月請求前に入力

市処遇改善等加算Ⅱは、正式に認定されるまでは、全園が
「無し」（令和3年度に認定した施設も「無し」）



【年度限定型保育事業】

事業実施園は年度限定型受入児童数のボ
タンを押下し、各月の受入初日児童数を
入力（毎月請求データ作成前まで）

これにより、自動的に職員雇用状況報告
書上で年度限定児を含めた職員配置数の
計算が可能となる

【実施状況】
それぞれ事業開始月が年度当初でない場合、
履歴追加を行い、事業を開始した月からの
履歴で「有り」とする
【産明け保育優先職員数】
各月毎に、市加配分の雇用費に優先して配置
する産明け保育対応保育士数を入力

【一時保育】
事業実施園は、年度更新処理後、 4月からの履歴に該当する区分を選択。
区分には、年度当初補助金として申請する（予定の）区分と同一とする。

②施設情報及び加算認定情報等の更新について
（一時保育・年度限定型保育事業等）



【2】児童情報の更新

時期 請求ソフト操作内容等

3/16～
4月請求
まで

①児童一括退所処理
5歳児について一括で退所処理が可能。5歳児以外で令和3年度中に
退所が決定している児童については、個別に処理を行う。
②年度更新
上記の退所処理の実施後に行う。障害児保育費の認定のクリア及び
児童共済掛金の除外のチェックが外れる。

3月中旬頃
（年度更新
処理後）

■施設別児童一覧（全員分）の送付
各施設宛に、3月4日現在の令和4年4月1日時点の在籍児童の一覧が
送付されている。これを基に、入所日が「20220401」となっている
児童について児童情報から新規登録する。継続児童についても、
4月付で児童情報に変更がある場合、履歴追加の上修正を行う。生年月
日等、入力内容については要確認。

3月末頃

■施設別児童一覧（変更分）の送付

変更・追加となった分の児童一覧が送付される。新規追加や保育必要量
変更等の変更があった場合、一覧を基に児童情報の修正・登録を行う。
※直前での内定辞退、市外転出等に要注意



①児童一括退所処理について

①

②

③

④

【処理手順】
①検索条件を2021年度5歳児として、検索ボタンを押下(退所している児童を除くにチェック)

②全選択ボタンを押下
③退所ボタンを押下すると、退所日設定画面が表示される
④退所日を2022年3月31日に設定し、登録

※就学猶予児については、全選択ボタン押下後、個別に退所のチェックを外して処
理。また、5歳児は年度更新機能の対象とならないため、障害児保育費及び児童共
済掛金加算除外の対象となっている場合、別途履歴追加で2022年4月1日からの履
歴を作成し、設定をクリアする必要有。

2022年
2021



②児童情報の年度更新について

①

②

③

【処理手順】
※事前に令和3年度中に退所する児童について退所処理を行う必要有
①年度更新ボタンを押下
②年度更新画面で更新対象確認ボタンを押下
③更新ボタンを押下すると、対象年度初日からの児童情報の履歴が作成される

2022年



【3】職員情報の更新

時期 請求ソフト操作内容等

3/16～
4月請求
まで

■異動・入退職者の情報登録等
・3月末までで異動または退職⇒勤務期間(終了)を入力
・4月からの異動、入職者⇒新規登録により情報作成

■処遇改善等加算Ⅱの導入に伴う職位・役割及びキャリアアップ
研修情報の入力

・処遇改善等加算Ⅱの発令を行っている職員は、職員情報画面の
「職位・役割」の項目に、該当項目を選択

・職員情報画面にキャリアアップ研修情報の入力欄に、研修修了者
は研修分野、修了年月日、修了証番号を入力

4/1頃～
5月上旬
頃まで

■処遇改善等加算認定申請
4月1日付異動・入職者の前歴入力
勤続年数の算定に当たり、令和4年4月1日付で異動・入職する
常勤並み以上の職員について在職証明の収集・内容確認を
し、前施設までの累積勤続年数（前歴）を入力
平均勤続年数計算書の出力
※平成31年度から、算定対象となる産休中(無給)・育休中の期間を
加える場合に平均勤続年数計算書へ当該期間が加算されるよう
にアップデートされている。



①処遇改善等加算Ⅱの入力等について

処遇改善等加算Ⅱにおける発令等を行っている
職員は該当項目を選択

実際に発令を行っている履歴に入力する事に留意

※職員情報で入力した職位・役割は、賃金改善実績報告書に貼り付ける
「賃金改善職員データ」に反映されます。



①処遇改善等加算Ⅱの入力等について

キャリアアップ研修修了者は研修分野、修了年月日、修了証番号
を入力

研修分野の選択肢
①乳児保育 ②幼児教育 ③障害児保育 ④食育・アレルギー対応
⑤保健衛生・安全対策 ⑥保護者支援・子育て支援 ⑦マネジメント
⑧保育実践 ⑨その他（※）
（※）その他は、幼稚園向けのキャリアアップ研修で保育所向けの研修に
該当のない分野を修了した職員がいる場合に使用



②4月1日付異動・入職者等の前歴入力について

2022年4月1日入職者について、処遇改善等加算の算定対象施設の
在職証明書を収集し、前施設までの累積勤続年数を計算の上入力

2022年 4月 1日

2022年 4月 1日

2021年



③平均勤続年数計算書の出力について

【平均勤続年数計算書の出力】
・トップメニューの帳票出力⇒平均勤続年数計算書を押下すると、印刷ダイアログ
が表示される。開設年月日を修正の上、Excel出力を押下し、任意のフォルダに
保存。印刷の上、申請書等と併せて5月上旬頃までに保育第１課あて提出。

※申請に関しての詳細は資料2-2参照

2022


